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（定義等） 第二条 

３  この法律で意匠について「実施」とは，意匠に係る物品を製造し，使用し，譲渡し，貸し渡し，輸出し，若しくは輸

入し，又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。）をする行為をいう。  

（存続期間）  

第二十一条 意匠権（関連意匠の意匠権を除く。）の存続期間は，設定の登録の日から二十年をもつて終了する。  

２   関連意匠の意匠権の存続期間は，その本意匠の意匠権の設定の登録の日から二十年をもつて終了する。 

（意匠権の効力）  

第二十三条   意匠権者は，業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし，その意

匠権について専用実施権を設定したときは，専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専

有する範囲については，この限りでない。  

（登録意匠の範囲等）  

第二十四条   登録意匠の範囲は，願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真，ひな形若

しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。  

２   登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は，需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うも

のとする。 

（侵害とみなす行為）  

第三十八条   次に掲げる行為は，当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。  

一   業として，登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産，譲渡等（譲渡及び貸渡しを

いい，その物がプログラム等である場合には，電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）若しくは輸入又は譲渡等

の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為  

二   登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡，貸渡し又は輸出のために所持する行為  

意匠権とその行使   意匠③ p229～234 

１ 意匠権の内容(23条) 

 

２ 存続期間 

 

３ 意匠権の行使 

 (1) 物品の類似 

 (2) 形態の類似 

 (3) 利用侵害 

 (4) 間接侵害 

 (5) 抗弁 

 

４ 意匠権の利用 

 

５ その他の意匠制度（分割，変更，先使用権は特許と同じ） 

 ・関連意匠制度 

・補正却下不服審判  


